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資 料 提 供 

  

タイトル（事 業 名 ）  省エネ家電購入補助事業を開始しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概  要 

 

【内  容】  （目的や事業内容を簡潔に記入） 

市内の対象店舗で省エネタイプのエアコン・冷蔵庫・冷凍庫を購

入された方を対象に補助金を交付します。 

 

【対象店舗】 

滋賀県電器商業組合 栗東支部 加盟店（８店舗） 

 

【補助対象商品】 

①エアコン ②冷蔵庫 ③冷凍庫 

最新の省エネ基準達成率１００％以上のもの 

 

【対象となる方】 

栗東市に住民登録がある方で、自ら居住する市内の住宅に対

象商品を設置された方 

 

【補助額】 

購入本体価格の２分の１の額 

上限を３万円とします 

 

【申請受付期間】 

令和５年７月２１日～令和６年３月２９日 

 

【問合せ・提出先】 

環境経済部 環境政策課 

電話番号 077-551-0336 

資料の有無   有 

 


